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基本指針の全体像と主なポイント

第三　障害福祉計画の作成に関する事項

く活動指標：

　障害福祉ｻｰ

　ﾋﾞｽ〉

く活動指標：

　労儒]部局と

　の連携〉

く活動指標：

相談支援〉

第三の四

障害児支援

のための計

画_的_な_基盤
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く活動指_橿:
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第三の二
市町村障害福祉計画

・障害福祉サービス等の提
供体制の確保に係る目標

・障害福祉サーピズ等の種
類ごとの必要な皿の見込
み､一確保方策、医域単位
での見通し等

僅
・地域生活支援事業

・関係機関の連携

第三の三

都道府県障害福祉計画

・障害福祉サー､ビス等の提

供体制の確保に係る目標

・障害福祉サービス等の種

類ごとの必要な量の見込

み、確保方策、圏域単位

での見通し等
゛･地捕生゛゜’゜　　　　蜜sr

　備、市町村の支援竪　、

・障害者支援廊股の必要入

　所定員総数

・質の向上方策（研修、第

　三者評価、虚澄防止）

・地域生活支援事業

・関係機関の連携

三の四　゜些些|日　゛の

・．-　の晋函　友

　僅JML

　

一一両三のー

作成上の留意事

項

　・障害者等の参加

　・地域社会の理解

　促進

　・総合的な取組

　・障害福祉計画作

　成委員会等の開催

　・関係剖罷相互間

　の連携

　･.市町村・都道府

　県の連携

・障害者等の二ｒ

　ズ等の把握

・区域設定（都道

　府県）

・住民意見の反映

・他計画との関係

・定期的な調査、

分析、評価並ぴに

必要な措置

ｺﾞﾝ頻頂_の話12〕し指し福

　確認､.各年度の中

　蜀評価、_脛蚤結果

　の公表）

第三の五　その
他
一計画作成時期
一計画期間等
・計画の公表

第一　障害福祉サービス等

　の提供体制｀の確保に関す

　る基本的事項

第二　障害福祉サービス

　等の提供体制の確保に

　係る目標（成果目標）

第一のー

基本理念

①璋癩者等

　の自己決
　定・自己選

　択の尊重

②市町村を
　基本とする
　身近な実施
　主体、障害
　種別によら
　ない一元的

　なサービス
　の実施

③課題に対

　応したサー
　ビス提供体

　制の整備、
　恋た巳ﾖ泣

　援拠且且公
　亙逼

第一の二

障害福祉サぞス

の提供体制の

確保に閲する

基本的考え方
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①詰問系サービ

　スの保障

②日中活動系

　サービスの保障
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回忌可否貿只７

　移行の推進、地
恙虫Ξ剋談坐
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第二のー　施設入所者の

　地域生活への移行

・地域生活への移行者増　’
.I施設入所者減

第二の二　入院中の精神

　障害者の地域生剋への

　移行
.｀a°上回　　゜’３　　陥
点、１年時点）_

・士６’Ｅリ訟上　　11　宛
大減少

　亘Z這混
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ご温阻弼７可
　移行等の推進
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第一の三
相談支援の提供

体制確保に関す
る基本的考え方

第二辺酉
証言児立訟尨
鮭生拡迎L図工

翌竺迦飼勁考
えこ

第二__．三　　i些　　　惚

　生うの　　　め　醸

こ地減生゛゛　　几　－　‾‘‾　，ヽ．

　　は巻ロごかごjﾌ2　とも'1

　拠点整備

第二の四　福祉施設から

一般就労への移行

・福祉施設利用者の一般就労移
行音数畑　　　　　＼

・就労移行支援事業利用者数増
・剋　－’-‾-^’就
労移行率上昇
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